
 
 

令和７年度（2025 年度）実施 

姫路市 

子育て支援に関する会計年度任用職員 

募 集 要 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 家庭児童相談員 

② 母子・父子自立支援員 

③ 就労相談員 

④ 地域子育て支援拠点職員 

■ 試験日   令和８年（2026 年）２月８日(日) 

■ 受付期間  令和８年（2026 年）１月７日(水)～２月 2 日(月) 

（土・日・祝日を除く） 

■ 試験会場  姫路市役所 １０階 第４会議室 

■ 受験申込先 〒670-8501 姫路市安田四丁目１番地 

           姫路市こども総務課（市役所２階） 

           ☎（０７９）２２１－２３８６ 

あなたの力を 

かして下さい! 
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 採用職種・採用予定人数・職務内容など                     
 

区

分 
採用職種 採用予定人数 勤 務 地 職 務 内 容 

Ａ 

家庭児童相談員 若干名 

次のいずれかの勤務地(※1) 

子育て支援室 

①(所在地)安田三丁目１ 

 総合福祉会館内 

②(所在地)坂田町 3 番地 

 中央保健センター内 

③(所在地)飾磨区細江 2655 

  南保健センター内 

④(所在地)広畑区正門通三丁目 2-2 

  西保健センター内 

児童虐待通告への対応、児

童（18 歳未満）についての

相談対応及び子育て支援

室の運営に付随する業務 

母子・父子 

自立支援員 
若干名 

こども支援課 

（所在地）安田四丁目 1 

姫路市役所 2 階 

ひとり親家庭等の生活相

談（ＤＶを含む）や自立支

援業務、母子父子寡婦福祉

資金の貸付償還業務 

就労相談員 若干名 
ひとり親家庭等に対する

就労相談及び就労支援 

Ｂ 
地域子育て支援

拠点職員 
若干名 

(※2) 

わくわく広場 

・わくわく広場ゆめさき 

（所在地）夢前町菅生澗 1384－1 

菅生公民館 1 階 

・わくわく広場こうでら 

 （所在地）香寺町土師 396 

香寺公民館 2 階 

・わくわく広場やすとみ 

（所在地）安富町安志 1151 

安富事務所 1 階 

 

地域子育て支援拠点の

運営、子育てに関する

講習会の実施や相談、

子育て支援情報の提供 

 

(※1)「家庭児童相談員」の勤務地については、任用後、業務等の都合により勤務地が変更になる場合があり

ます。 

(※2)「地域子育て支援拠点職員」の勤務地について 

   ▸ゆめさき・こうでら・やすとみのいずれで勤務するかは姫路市が決定します。また、任用後、業務の都

合等により別のわくわく広場に勤務地を変更する場合があります。 

▸任用後、本人の希望を踏まえ、勤務地を変更する場合があります。 
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 受験資格                                       

 

区

分 
採用職種 受 験 資 格 

Ａ 

家庭児童相談員 

以下のいずれにも該当する人 

■保育士資格、社会福祉士資格、精神保健福祉士資格、公認心理師

資格、臨床心理士資格、児童福祉司任用資格、幼稚園教諭免許、

小学校教諭免許、中学校教諭免許、保健師免許のいずれかを有す

ること 

■普通自動車運転免許を有すること 

■パソコンの基本操作が可能なこと 

母子・父子自立支援員 

以下のいずれにも該当する人  

■保育士資格、幼稚園教諭免許、小学校教諭免許、中学校教諭

免許、社会福祉士資格、精神保健福祉士資格、臨床心理士資

格のいずれかを有すること又は婦人相談、母子相談等の相談

業務経験を有すること  

■普通自動車運転免許を有すること  

■パソコンの基本操作が可能なこと  

就労相談員 

以下のいずれにも該当する人  

■就労相談及び就労支援の知識や経験を有すること 

■普通自動車運転免許を有すること  

■パソコンの基本操作が可能なこと  

Ｂ 地域子育て支援拠点職員 

以下のいずれにも該当する人  

■子育てに関する広い知識と豊かな経験を持ち、保育士資格又

は幼稚園教諭免許を有すること  

■普通自動車運転免許を有すること  

■パソコンの基本操作が可能なこと  

 

※ 以下の地方公務員法第 16 条に定める採用に関する欠格事項に該当する場合は、受験できません。 

  

⑴拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

⑵姫路市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

⑶日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること 

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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 受験手続                                       

■ 必要書類（区分Ａ、Ｂ共通） 

受 験 申 込 書 本市所定のもの（本人の自筆により記入し、写真を貼ること。） 

受 験 票 本市所定のもの（写真を貼ること。） 

受験資格確認書類  

資格免許の写し（保育士証、幼稚園教諭免許、普通自動車運転免許な

ど）を添付してください。実務経験を必要とする職種については、受験

申込書の職歴欄に記入してください。 

受験票返送用封筒  
※郵送で受験申込書を提出される方のみ 

長３型の封筒に返送先を明記し、110円切手を貼ってください。 

 

  １ 職種の区分Ａ（家庭児童相談員、母子・父子自立支援員、就労相談員）と、区分Ｂ（地域子育

て支援拠点職員）について、同区分内での併願はできませんが、ＡとＢの併願は可能です。 

    例）家庭児童相談員と母子・父子自立支援員の併願  → 不可 

      家庭児童相談員と地域子育て支援拠点職員の併願 → 可 

２ 受験者本人が自筆で必要書類に記入し、持参又は郵送してください。 

なお、受験に際しての提出書類は返却いたしません。 

３ 記載事項に虚偽・不正があると、合格しても採用される資格を失います。 

４ 写真（縦 4.5 ㎝×横 3.5 ㎝、上半身無帽、正面、申込前３か月以内に撮影したもの）を受験申

込書及び受験票に貼って提出してください。なお、写真は同じものを使用してください。 

５ 受験申込書及び受験票を姫路市ホームページからダウンロードした場合は、白色でＡ４サイズ

の紙に印刷して使用してください。 

 

■ 受験申込 

申込期間 
令和８年（2026 年）１月７日（水）から２月２日（月）まで 

※土、日、祝日を除く。郵送の場合は申込時間までに必着のこと。 

申込時間 午前９時００分から午後５時００分まで 

申込場所 
〒６７０－８５０１ 姫路市安田四丁目１番地（市役所２階） 

姫路市こども総務課    ☎０７９（２２１）２３８６ 
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 試験                                          

■ 日時 

区分Ａ（家庭児童相談員、母子・父子自立支援員、就労相

談員） 

令和８年（2026 年）２月８日（日）

午前９時～午後０時（予定） 

区分Ｂ（地域子育て支援拠点職員） 
令和８年（2026 年）２月８日（日）

午後１時～午後３時（予定） 

※ 必ず開始時間までに来場してください。原則として遅刻は認めません。 

■ 試験会場 

姫路市役所 １０階 第４会議室 (姫路市安田四丁目１番地) 

※ 施設の場所は、最後のページの地図を参照してください。 

駐車場は利用できません。公共交通機関を利用して来場してください。 

■ 試験内容 

１ 筆記試験（４０分） 

それぞれの職務に関する小論文（課題について６００字程度） 

２ 面接 

筆記試験終了後、受験番号順に個人面接を実施します。 

■ 試験当日持参するもの 

１ 受験票（持参しない人は受験できないことがあります。） 

２ 筆記具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム） 

■ 試験の結果 

試験の結果は、令和８年２月中旬に受験者全員に通知します。 

 

 

 

 勤務条件等                                      

■ 身分 

地方公務員法第２２条の２第１項第１号のパートタイムの会計年度任用職員として任用されます。 

■ 任用期間 

・令和８年（2026 年）４月１日から令和９年（2027 年）３月３１日まで 

 ・採用後１月間は、条件付採用期間となります。採用後１月間の勤務日数が１５日を満たさない場

合は条件付採用期間が延長されることがあります。 

  ・業務上の必要があり、能力実証の結果が良好であれば、連続４回まで公募によらず再度任用され

る場合があります。 

■ 福利厚生 

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入します。 

  



- 5 - 

■ 勤務時間、報酬、休暇 

区

分 
採用職種 勤務時間 

報酬 

(令和７年度実績) 
休日 

年次有給 

休暇 

Ａ 

家庭児童 

相談員 

１週間当たり 30 時間勤務（１日

7.5 時間の週４日） 

【勤務時間の詳細】 

8:50～17:20（１時間休憩） 

月額基本報酬 

185,080 円 

日曜日、土曜日、

「国民の祝日に

関する法律」に

規定する休日及

び所属長の指定

する日 

10 日付与 

(初年度) 

母子・父子 

自立支援員 

就労相談員 

Ｂ 
地域子育て 

支援拠点職員 

１週間当たり 29 時間勤務（１日

7.25 時間の週４日） 

 

【勤務時間の詳細】 

 9:00～17:00（45 分休憩） 

月額基本報酬 

163,263 円 

日曜日、月曜

日、土曜日及び

「国民の祝日に

関する法律」に

規定する休日 

※ 月額基本報酬のほか通勤手当に相当する費用と期末手当・勤勉手当（年２回）が支給されます。 

※ 年次有給休暇のほか、結婚、忌引、傷病、出産、子の看護等の休暇があります。 

 

 

 

 

 試験会場                                       

 

 ●試験会場への交通機関 

 
・JR 山陽新幹線・山陽本線「姫路駅」下車、 
 南出口から南へ徒歩で約 20 分。 
又は、路線バスをご利用の場合は、姫路駅 
（南口）「南 21 のりば」からバスで約 5 分 
「姫路市役所前バス停」下車すぐ。 

 
・山陽電鉄「手柄駅」下車、 
 南東の方向へ徒歩で約 8 分 

 
※ 駐車場は利用できません。公共交通機関で
来庁ください。 

 
 ※ 試験会場には、姫路市役所南玄関からお入

りください。 
   また、入退庁時には、南玄関にある守衛室

で入退庁時刻を記入してください。 

 

姫路市役所 10 階 


